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令和７年９月１９日（金）１５時００分～ 

交通政策審議会海事分科会船員部会 

第１回全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会 

 

 

【成瀬労働環境対策室長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから交通政策審

議会海事分科会船員部会全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会を開催させていただきます。 

 事務局を務めさせていただきます、海事局船員政策課の成瀬でございます。船員部会長が

選任されるまでの間、議事を進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、本専門部会の設置経緯につきまして、ご報告いたします。 

 本専門部会は資料１、通し番号４ページのほうをご覧ください。 

 本年７月１７日付諮問第４８２号「船員に関する特定最低賃金（全国内航鋼船運航業最低

賃金、海上旅客運送業最低賃金及び漁業（かつお・まぐろ、いか釣り）最低賃金）の改正に

ついて」によりまして、全国内航鋼船運航業最低賃金の改正に関する諮問を受けて、当該事

項の調査・審議を行うために設置されたものであります。 

 これに伴い、船員部会運営規則第１２条第５項の規定に基づき、船員部会長より、本専門

部会の委員６名の指名がございました。 

 本専門部会の委員につきましては、資料の通し番号２ページの委員名簿をご覧ください。 

 それでは、本日のご出席いただいております委員の方々をご紹介させていただきます。 

 公益を代表する委員として、西崎委員です。 

 野川委員です。 

【野川委員】  野川でございます。よろしくお願いいたします。 

【成瀬労働環境対策室長】  関係船員を代表する委員として、井上委員です。 

【井上委員】  井上です。よろしくお願いします。 

【成瀬労働環境対策室長】  遠藤委員です。 

【遠藤委員】  遠藤です。よろしくお願いします。 

【成瀬労働環境対策室長】  関係使用者を代表する委員として、阿南委員です。 

【阿南委員】  阿南でございます。よろしくお願いします。 

【成瀬労働環境対策室長】  村田委員です。 

【村田委員】  村田です。よろしくお願いします。 
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【成瀬労働環境対策室長】  続きまして、海事局内航課及び事務局の船員政策課からの出

席者をご紹介させていただきます。 

 内航課の今西財務第一係長です。 

【今西内航課財務第一係長】  今西です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【成瀬労働環境対策室長】  後藤船員政策課長です。 

【後藤船員政策課長】  後藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【成瀬労働環境対策室長】  船員政策課の尾崎課長補佐です。 

【尾崎船員政策課課長補佐】  尾崎でございます。よろしくお願いします。 

【成瀬労働環境対策室長】  岩下労働環境技術活用推進官です。 

【岩下労働環境技術活用推進官】  岩下でございます。よろしくお願いいたします。 

【成瀬労働環境対策室長】  本日の出席者につきましては、以上でございます。 

 本日は委員及び臨時委員総員６名中６名のご出席となりますので、船員部会運営規則第

１３条において準用する同規則第１０条第１項の規定による定足数を満たしておりますこ

とをご報告申し上げます。 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。資料は３３ページもので各ページの

右下に通し番号を振っておりますので、ご確認をお願いいたします。資料のほう、皆さん大

丈夫でしょうか。不足等ございませんようでしたら、このまま続けさせていただきます。 

 それでは、まず議題１「専門部会長の選任について」ですが、船員部会運営規則第１２条

第６項によりまして、本専門部会に属する交通政策審議会委員及び公益を代表する臨時委

員のうちから選任することとされております。いかが取り計らいましょうか。 

 村田委員、お願いします。 

【村田委員】  野川委員を推薦したいと思います。いかがでしょうか。 

【成瀬労働環境対策室長】  ただいま野川委員を専門部会長にとのご推薦がございまし

たが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【成瀬労働環境対策室長】  ありがとうございます。それでは、野川委員に専門部会長を

お願いすることといたしまして、今後の議事の進行につきましては、専門部会長にお願いし

たいと存じます。 

 野川専門部会長、よろしくお願いいたします。 

【野川部会長】  ただいま専門部会長に選任されました野川でございます。皆様のご協力
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を得まして、審議が円滑に進みますよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、早速議事を進めてまいります。 

 議題の２「内航鋼船運航業最低賃金を取り巻く状況について」でございますが、初めに、

諮問の趣旨につきまして、事務局よりご説明をお願いいたします。 

【後藤船員政策課長】  事務局より諮問の趣旨についてご説明申し上げます。 

 本年度につきましては、詳しくは後ほどご説明いたしますが、春闘における組織船員の賃

金水準、あるいは消費者物価指数の動向なども勘案いたしまして、諮問を行うことといたし

ました。このため、本専門部会におきましてご審議いただき、その後、船員部会に審議結果

をご報告いただきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に移りたいと存じます。 

 関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する官報公示の結果につきまして、事務局より

ご報告をお願いいたします。 

【岩下労働環境技術活用推進官】  関係船員及び関係使用者の意見聴取につきましては、

最低賃金法第３７条第３項において準用する同法第２５条第５項の規定に基づきまして、

本年８月１８日付の官報に公示し、意見の提出を求めましたところ、９月１日の期限までに

意見の提出はございませんでしたので、ご報告申し上げます。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、資料３「内航海運の現状」につきまして、海事局内航課からご説

明をお願いいたします。 

【今西内航課財務第一係長】  内航課の今西と申します。改めてよろしくお願いいたしま

す。 

 私からは、内航海運の現状と課題、そして現在の取組についてご説明申し上げます。 

 資料３の９ページをご覧ください。まずは、内航海運の現状についてご説明いたします。

内航海運はご存じのとおり我が国の経済活動及び国民生活を支える極めて重要な輸送手段

であり、その安定的な維持、発展が求められております。具体的に申し上げますと、国内貨
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物輸送全体の約４割を担っており、特に石油製品、セメント、鉄鋼といった産業基礎物資の

輸送においては、その約８割を占めております。また近年では、トラックによる長距離輸送

から船舶輸送へのモーダルシフトが進んでおり、またインバウンドの需要拡大や、さらには

食料安全保障、被災地の復旧・復興の観点からもこの内航海運の重要性というものは、より

一層高まっていると考えております。 

 次に、１０ページをご覧ください。続きまして、内航海運業の事業環境と課題についてご

説明させていただきます。内航海運事業者につきましては、ここ１０年で約１３％減少して

おり、特にオーナー、船舶を貸渡しする業種、こちらについては約２４％減少しております。

こうした背景には、船舶を大型化し、１隻当たりの積載能力を高めることで少ない船でより

多くの貨物を運ぶという、効率化の流れがあるものと見受けられます。 

 次に、１１ページをご覧ください。ここでは内航海運業界の構造的な課題についてご説明

いたします。課題について大きく２つあると考えておりまして、１つが取引環境の不透明さ

でございます。９９.７％が中小企業である内航海運業者においては、荷主との力関係が不

均衡であり、交渉力が弱く、適正な運賃や用船料の収受というところにまだまだ課題がある

と認識しております。 

 続いて２つ目でございますが、船員の高齢化と人手不足でございます。船員の約半

数が５０歳以上を占めており、若年層の定着率というものにも課題があると認識しており

ます。 

 こうした２つの課題に対応するために、取引環境の改善、船員の業務効率化、労働環境の

改善が急務であると考えております。 

 次に、１２ページをご覧ください。先ほどお伝えした課題について、国交省で行っている

様々な施策についてご説明させていただきます。まず、２０２２年に施行された改正内航海

運業法により、荷主と海運業者の間での契約の書面化であったり、船員の労働環境に配慮し

た運航計画の策定というものが義務づけられております。 

 次に、１３ページをご覧ください。こうした法改正によって設けられた船員の働き方改革、

生産性向上、取引環境の改善のための新たな施策につきまして、より実効性のあるものとす

べく、内航課では「内航海運業者と荷主との連携強化のためのガイドライン」というものを

策定し、これまで業界への周知を図ってまいりました。こちらについては、ガイドラインの

内容ですけども、具体的には望ましい取引環境の在り方であったり、船員の労働環境を守る

ためそれぞれの関係者が果たす役割のほか、安定的な内航輸送においてそれぞれ事業者が
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行っている改善事例等を紹介しているものでございます。 

 次に、１４ページをご覧ください。こちらについては、先ほどご紹介したガイドラインで

はございますけども、こちらを昨年度改定したという内容になっております。昨年度は内航

海運業における商慣習の実態調査というものを実施いたしまして、課題となっている内航

海運業界での商慣習とその課題にどのように取り組んでおられるのかという事例を把握す

るとともに、その調査結果に基づいて、内航海運業者、荷主、国が参加する安定・効率輸送

協議会という場を使って、今後どのように改善していくべきなのかということを議論いた

しました。 

 その議論結果をガイドラインに反映し、第２版として令和７年３月に改めて公表させて

いただいたものです。特にどういった点を改善したのかというところですけども、原価計算

に基づく価格協議や契約内容の明確化のポイントを追加したことに加え、安定的な内航輸

送の確保に向けた改善事例というものを新たに追加させていただきました。 

 続いて１５ページをご覧ください。こちらはまさに今、今年度実施している施策でござい

ます。先ほども申し上げたとおり、荷主との交渉力が低いというところから、運賃・用船料

についてなかなか適正な価格を収受できていないという現状を、先の商慣習の調査の中で

もご意見としていただいたところでございます。 

 そうした中、運賃・用船料に関しての標準的な考え方というものを、荷主、内航海運業者、

国の３者で改めて整理をし、費目ごとの定義を明確化することで、適正な価格交渉を推進す

る取組を現在進めております。 

 続いて１６ページをご覧ください。こちらも今年度から新たに始めた取組ではございま

すが、補助金制度を通じて船員の働き方改革や荷役作業の効率化あるいは配船の最適化な

どについて、各内航海運業者が荷主と連携して取り組む内容について国から補助するとい

う内容になっております。 

 続いて１７ページをご覧ください。こちらは「みんなで創る内航」推進運動というもので

ございます。内航海運業者が働き方改革や取引環境改善に積極的に取り組んでいるという

ことを、各事業者が自主宣言を行い、それを国が情報発信することで、業界全体の意識改革

というものを進めております。 

 続いての１８ページでは、実際に参加されている事業者様についてご紹介させていただ

いております。今、９月１９日現在では６３社が参加されておりまして、参加されている事

業者におかれましては、海技者セミナーであったりあるいはホームページで自分たちがこ
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ういう運動に参加しているということを発信し、求職者に魅力ある職場であるということ

を発信されているところでございます。 

 次に、１９ページをご覧ください。ここからは荷主との対話に関する取組をご紹介させて

いただきます。内航海運の安定的な輸送体制を構築していくためには、荷主、オペレーター、

オーナーの３者の連携が不可欠であります。そのため国土交通省では、荷主業界と内航海運

業者との連携強化を目的に、それぞれの間で内航海運の課題を共有し、また今後、中長期的

にどういったことに取り組んでいかなければいけないのか話し合う場として、安定・効率輸

送協議会というものを設置しております。また、両者の理解と協力を醸成する対話の場とし

て、各業界の経営層からなる、内航海運と荷主との連携強化に関する懇談会というものも併

せて設置させていただいております。 

 こうした中、内航海運は、改めてではございますが、我が国の持続的な物流を支える基盤

であり、今後も関係者と連携していく中で、持続的な内航海運の実現に向けて取組を進めて

まいりたいと考えております。 

 簡単ではございますが、私の説明は以上です。ありがとうございました。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

【岩下労働環境技術活用推進官】  補足がございます。 

【野川部会長】  お願いいたします。 

【岩下労働環境技術活用推進官】  事務局から補足をいたします。通し番号１１ページを

ご覧ください。 

 １１ページの真ん中下にございます、内航船員数の年齢構成の推移についてでございま

すが、昨年度、この会議の場で村田委員よりご発言ございました、この船員数の動向という

ものについても補足をしていただくようにお願いしたいということでございましたので、

私のほうから説明いたします。 

 最新の２０２４年の数字でございますが、２万１,５８６人でございまして、前年から１

６１人増加という状況になってございます。こちらは新人の船員を含む３０歳未満の数字

というところで、一番下の黄色いグラフを見ていただきますと、１９.１％から１９.５％に

割合が増えております。一方で、上の青い部分ですが、６０歳以上ですが、２６.５％から

２６.２％に減っているというような状況で、新人船員や３０歳未満の若い船員が増加した

ということが見てとれると思います。 
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 私からの補足は以上になります。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 船員数についての確認でございました。 

 ほか質問等ございますでしょうか。 

 お願いいたします、村田委員。 

【村田委員】  この数字は旅客船は別という理解でよろしいでしょうか。 

【岩下労働環境技術活用推進官】  内航貨物船だけに限った数字でございまして、旅客船、

フェリーは除いております。 

【村田委員】  除いて。はい、ありがとうございます。 

【野川部会長】  ほかにご質問ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 特にないようでございましたら、内航課今西係長は所用により退席されます。 

 ありがとうございました。 

【今西内航課財務第一係長】  ありがとうございました。 

【野川部会長】  それでは、次に移りたいと存じます。 

 その他の資料につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

【岩下労働環境技術活用推進官】  資料４、通し番号２２ページをご覧ください。こちら

は全国内航鋼船運航業の適用を受ける最低賃金適用対象事業者数、船舶数及び船員数の令

和７年４月１日現在のデータでございまして、地方運輸局ごとにまとめたものとなってご

ざいます。 

 一番下の計をご覧ください。令和７年４月１日現在と前年を比較して見てまいりますと、

事業者数は１,２４８事業者で２３事業者減少、船舶数は３,０５３隻で８隻減少、船員数は

２万３,９９４人ということで、２０人増加となっております。また、船員数の内数といた

しまして、組織船員数が７,５９２人で１１２人増加となってございます。 

 次に、資料５、通し番号２３ページをご覧ください。こちらは全国内航鋼船運航業船員賃

金実態調査の資料でございます。本調査でございますが、下の資料説明にありますとおり、

未組織船に乗り組む船員を対象に、令和７年５月に支給された賃金の実態について、１３８

隻（職員８８３人、部員１９６人）について調査集計したものでございます。 

 上半分の表が職員のものでございまして、賃金が最も高かったのは、年齢５３歳、賃金の

計が１０８万２,５１２円。また賃金が最も低かったのは、４４歳で２７万円でして、この
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最も低かった職員は、最低賃金額より１万８,５００円高い賃金となってございます。下の

部員の表ですが、賃金が最も高かったのは、３５歳で７３万２,０００円。賃金が最も低か

ったのは、１８歳で２０万２,３９０円。この最も低い部員は最低賃金額より２,３４０円高

い賃金となってございます。 

 次に、資料６、通し番号２４ページをご覧ください。こちら全国内航鋼船運航業の最低賃

金の改正状況でございまして、これまでの改正の経緯を記載したものでございます。記載の

ない年度については諮問が行われていないものでございまして、また平成１８年をご覧い

ただきますと、バーが４つ並んでございますが、こちらは諮問は行ったのですが、額の改定

がなかったものをバーで示しているものでございます。 

 それぞれ職員Ａ・Ｂ、部員Ａ・Ｂについてご説明させていただきますと、船舶職員養成施

設の課程を修了した者であって、課程終了後の勤務期間が一定期間に満たない者、こちらを

職員Ｂとしておりまして、それ以外の者を職員Ａとしております。部員のＡ・Ｂにつきまし

ては、部員Ａが海上経験３年以上の者、部員Ｂが３年未満の者となっております。 

 一番下の令和６年が昨年改定されたものでございまして、現在の最低賃金額となります。

職員Ａが２６万７,９５０円、職員Ｂが２５万１,５００円、部員Ａが２０万９,３５０円、

部員Ｂが２０万５０円となっております。 

 次に、資料７、通し番号２５ページ以降ですが、こちらは最低賃金の改正に係る参考資料

となっております。 

 次の２６ページをご覧ください。こちらは内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金決定

状況でございまして、地方運輸局の決定分を各局ごとにまとめたものでございます。最も高

いところが職員Ａ・Ｂで近畿、部員のＡ・Ｂで中部となっておりまして、職員Ａ・Ｂにつき

ましては、大臣決定額よりも３,５５０円高い金額、部員のＡ・Ｂにつきましては、大臣決

定額よりも３,７００円高い金額となってございます。 

 次に、２７ページをご覧ください。こちらは費目別、世帯人員別標準生計費でございまし

て、令和７年４月現在の費目別に世帯人員単位での標準的にかかる生計費を比較した資料

となってございます。こちらの資料を参考にしていただければと思いますが、食料費が軒並

み支出が増えているというところでございまして、総じて、対前年で増加しているというよ

うな状況でございます。 

 次に、２８ページをご覧ください。こちらは消費者物価指数の１０大費目を比較した資料

でございまして、一番左の列に「２年１００」とありますとおり、令和２年の物価指数を１
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００といたしまして、各年ごとの推移、月別の推移を示した資料となってございます。左か

ら２列目にあります総合で見てまいりますと、令和３年については１００を下回りますが、

令和４年から上昇を示しまして、令和６年では１０８.５、対前年比２.７ポイントの上昇と

なっております。下半分の月別指数を見ますと、令和６年１月以降１００を超える数値で推

移している状況でございます。 

 次に、２９ページをご覧ください。こちらは陸上労働者の最低賃金に関する決定方式や適

用労働者数等を示した資料でございます。最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の

２種類がございます。表の１、上のほう、決定方式別の最低賃金決定件数及び適用労働者数

の決定方式欄（１）にあります地域別最低賃金は、決定件数で４７とありますが、こちらは

各都道府県で決定していることを示してございます。この地域別最低賃金は船員法の適用

のある船員には適用はございません。 

 船員の最低賃金は、その下の産業別最低賃金に該当いたしますが、こちらは陸上労働者に

限ったものとなりますが、決定件数で２２４件、適用労働者数２９５万６,９００人となっ

ております。 

 次に、３０ページをご覧ください。こちらは地域別・産業別最低賃金の全国加重平均額と

なってございます。令和６年度の地域別最低賃金の加重平均額は、一番上右から２列目にあ

りますとおり、１,０５５円となっておりまして、対前年度上昇率では５.０８％の上昇とな

っております。その下の産業別最低賃金の全国の加重平均は、合計欄にありますとお

り、１,００６円で対前年度上昇率では３.７１％の上昇となっております。 

 次に、３１ページをご覧ください。地域別最低賃金額改定の目安の推移を示した資料でご

ざいます。陸上労働者の最低賃金は、厚生労働省に設置されている中央最低賃金審議会で賃

金改定の目安をお示しした後、各都道府県の最低賃金審議会で賃金額を決定するという仕

組みになっております。本年の賃金改定の目安ですが、先月、８月４日に答申が取りまとめ

られ、本年の各都道府県の引き上げ額の目安については、一番下にありますとおり、Ａラン

ク・Ｂランクは６３円、Ｃランクは６４円とする答申が示されております。ＡＢＣランクに

ついては、次の３２ページをご覧ください。 

 こちら地域別最低賃金額一覧でございます。右から２列目の令和６年度最低賃金額で見

てまいりますと、最も高いところはＡ欄の東京で１,１６３円、最も低い最低賃金額は、Ｃ

欄の秋田県で９５１円となっております。なお資料にはございませんが、今年度の各都道府

県の最低賃金の審議状況でございますが、各都道府県の最低賃金審議会で答申がなされて
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おりまして、全国加重平均額は６６円の引き上げ、平均額で１,１２１円となる予定との報

道がありましたことを併せてご報告いたします。 

 最後に３３ページをご覧ください。こちらは給与勧告の実施状況等でございます。こちら

は人事院勧告の状況を示しておりまして、一番下の令和７年度でございますが、ベア

率３.６２％となっている状況でございます。 

 資料の説明は以上となります。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

 遠藤委員。 

【遠藤委員】  遠藤です。よろしくお願いします。 

 通しページで２３ページの、部員のところで賃金が最も低かったものが２０万２,３９０

円ということで、最低賃金より２,３４０円高いという説明だったかなと思うんですが、調

査の仕組みの中で、この海上経歴が３年未満とかというところ、確認する項目というのがあ

るんですか。 

【岩下労働環境技術活用推進官】  事務局から回答いたします。 

【野川部会長】  お願いします。 

【岩下労働環境技術活用推進官】  調査では当該者の経験年数というものを記入する欄

がございます。ちなみに当該者、この１８歳の方は、経験年数３か月ということで、入社し

たばかりの船員ということになってございます。 

【遠藤委員】  はい、ありがとうございます。 

【野川部会長】  よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは次に、議題３「全国内航鋼船運航業最低賃金の改正について」の検討に入りたい

と存じます。ただいまのご説明を踏まえまして、本年度、令和７年度の最低賃金の改正につ

いて、ご意見を伺いたいと存じます。労使双方から率直にご意見をいただきたいと存じます。

お願いいたします。 

 遠藤委員。 

【遠藤委員】  よろしくお願いします。全日本海員組合の遠藤でございます。 

 本日は、全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会が設置されて、第１回ということですけれ
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ども、やはり最低賃金は内航海運業界において能力の優れた船員を確保することに役立つ

ものであると考えておりますし、賃金の上昇によって、優秀な船員を雇い入れることが要因

にもなるんじゃないかなと考えております。さらには船員とその家族の生活が安定するこ

とによって、船員としての質的向上の増進がもたらされることへもつながっていくんじゃ

ないかとも考えております。 

 昨今では少子高齢化の進行や出生数の減少に伴う人口減少により、あらゆる産業で後継

者の確保が困難な状況になりつつあります。事務局のほうでの説明もありましたけれども、

船員不足のところについては、既に船員不足が生じているというような説明もなされてお

ります。さらには陸上産業との競合でそういったところにもやはり呼び込んでいくことが

必要になってくるとも考えられます。 

 近年の物価上昇もそうですけれども、このような背景もありながら、陸上の最低賃金は大

幅な改善がなされましたし、厚生労働省からも賃金の引き上げ状況のデータも既に発表さ

れております。また、海員組合の今次協約改定交渉の妥結結果を見ましても、諸手当、ベア

関係は満額回答という労使交渉の結果もあります。 

 このような状況を踏まえまして、海上という特殊な環境下で働く船員については、陸上の

水準以上に、船員の最低賃金を大幅に引き上げなければならないと考えておりますし、引き

上げ水準の具体的な金額のいかんによっては、船員の確保・育成にも大きく影響を及ぼすの

ではないかと考えております。今申し上げました現状や考え方など、あらゆる観点から総合

的に判断しても、内航の最低賃金は大幅な引き上げが必要不可欠でありますし、さらに目指

すべきは、他地域や他産業の賃上げ以上に内航最賃を引き上げなければならないと思って

おります。ぜひとも最低賃金を引き上げる水準への覚悟と、攻めの姿勢で臨んでいただきた

いと考えております。 

 以上です。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。 

 村田委員、お願いいたします。 

【村田委員】  我々内航業界を取り巻く環境というのが、アメリカがトランプ政権に移っ

て、大きく変わろうとしております。足元の粗鋼生産についても大幅な減量となりまして、

これは５０年ぶりの粗鋼生産量ということで、非常に低迷しております。また鉄鋼業界から

見ると、自動車販売というのが大きな指標になってくるんですけども、これも年々、販売台
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数というのが減少しておると、こういう状態で、一向に明るい兆しが見えないというのが、

今、足元の状態です。 

 そういう中で船主業界、船主経営の足を大きく引っ張っている点がございます。これがや

はり船費の高騰というところです。船用品、また、特に機器類の部品というのが高くなって

おりまして、非常に船主経済を圧迫しています。加えて、検査ドックがございますが、この

ドックの長期化というのが顕著に表れております。もちろんこの造船所や、修繕ドックの減

少というものもありますし、そういった中で足元を見ますと、リプレイスするにも船価高で

２０年前からすると倍になっております。こういった船価高というのが大きく響いており

まして既存の、船のメンテナンス、維持という点で非常にコストアップ、そしてオフハイヤ

ーの長期化という二重の苦しみというのが顕著に現れてきました。 

 また給料については、最低賃金、今回、これを検討する場ですけども、手当等で、決して

安い水準でない、陸上に比べて見劣りするような水準となっているわけではなく、手当等の

アップによって船員費の部分というのは高騰しておりまして、船主の利益が薄くなってい

るのなら理解が出来ますが、昨今、船主経営は赤字というのが顕著に表れつつある状態です。 

 一方で、業界は船員の働き方改革に加えて、育児、介護等、いわば予備船員の確保に大き

く舵が切られておりますが、大手以外の船主の多数は足元、この予備員率の低下となってお

ります。特にケミカル船やタンカー船での船員不足が目立ちます。地方の事業者においては

交代船員の手配が付かず下船ができないケースやドックが終わっても船員の休暇を消化で

きていない為、出航出来ないといったところまで来ております。 

 賃金のアップ以外の対策というのも急務な状態であると、このように訴えたいと思いま

す。我々船主としては、２年連続の大幅なアップというという点で、船主経済というのは非

常に厳しい状態が続いているというところを加味いただきまして、この最低賃金の在り方

というのを、事業者としての健全な発展の持続という側面も念頭に置いて検討頂きたいと

思います。 

 以上です。 

【野川部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 井上委員。 

【井上委員】  全日本海員組合の井上です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうから、今年の最低賃金の考え方として、もちろん昨年以上に、これまでにない水
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準の改善が必要不可欠であると考えております。その理由としましては、先ほど事務局から

も報告があったとおり、陸上の最低賃金の全国目安が６３円、６４円となり、最終的な結果

として６６円と、大幅に改善が図られたというところにあります。その理由としましては、

やはり陸上においても、昨年の改善では追いつかないほどの物価の高騰であったり、人材不

足の解消に向けて、それほどの大幅な改善が図られたと思っております。 

 もちろん、海上におきましても、人材不足が喫緊の課題となっている中、陸上は６６円と

いうアップになりますので、これを単純に月の給料に直せばそれなりの金額になるという

ところはしっかり加味しながら、考えていかないといけないと思っております。 

 また、先ほど使用者側のほうから言われましたとおり、船価が上がっている、なかなか状

況が厳しいんだと、苦しい状況があるんだというところを否定するつもりは全くございま

せん。ただ、そのような中でも、もちろん会社の支払い能力もあるかと思いますが、当然と

して、物価の動向や労働者の生活の苦しさを十分に加味しながら改善していかなければい

けないと思っております。 

 海上労働者の船員というのは、海上での船内生活という特殊な労働環境で働いていると

いうこともありますし、もちろん、船員不足等の問題を解消していくためには、やはり今年

も昨年以上に大幅な改善が必要であると考えておりますので、しっかりと検討いただきた

いと思っております。 

 私からは以上です。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 阿南委員、お願いいたします。 

【阿南委員】  使用者側の意見、内情については、今、村田委員からお話があったとおり

でございます。 

 ただ、ちょっと元に戻るんでございますけども、最低賃金というのが、船員さんの生活に

関わるとか、そういう問題に大きく関わるのかどうかが疑問でございます。というのは、私

の意見でございますけども、最低賃金を見る人は誰なんだと。例えば、学校を出て船員さん

になるというときに、最低賃金を見るのではなくて全体の給料は幾らぐらいになるんです

かということです。最低賃金が幾ら上がったからとかそういうのを気にして、学校を出て船

会社に入る人は、申し訳ないんですが、私どもの協会の中では１００人のうち２人ぐらいだ

ったんです。それよりも何よりも、やはり春闘で決まった給料、その辺のところはよく注視
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しているみたいです。 

 船員不足の根本の問題は、こんな言い方したら変ですけども、先ほどもいろいろ説明あり

ましたけども、人口の分母がどんどんどんどん減少している。その中で、陸上で働く人と船

員さんになる人、船員さんになる人というのはもういまだかつて、１％前後だとは思います

けども、１％にもならないと思います。よって、もともとの、根本の問題が、これは違うん

じゃないかと。この辺は、政府等いろいろ考えた問題の中であると思います。 

 それと、すいません、名指しで申し訳ないですか、先ほど遠藤委員が言われた、最低賃金

を上げれば、能力の優れた船員確保になる、能力の優れた優れないは、就職して一旦使って

みて、使用者側と船員さんがお互いに判断することであって、私どもはもともとは能力とか

そういうものではなくて、もう船員、人そのものを確保するのに、今、四苦八苦しておりま

すので、わざわざ能力に優れた人であるか、船員さんの確保に頑張っている次第です。 

 それとまた元に戻りますけども、やはり船員さんの注視、船員さんというか、就職しよう

という人が注視しているのは、やはり春闘で決まった給料全体のことでございます。この辺

でございますので、最低賃金のところは、もちろん考え方とかいろいろあるんでしょうけど

も、こちら側としては、何か計算式があればいいんでしょうけど、ないので、基本的には、

先ほど申し上げました陸上の１時間当たりといいますか、もっとべたに言いますと、アルバ

イトと言ったら失礼かもしれませんけども、アルバイト料金の賃金と船員さんの最低賃金

をイコールと結びつけて考えるのは変だと思っております。 

 よって、確かに物価高と世の中の風潮、風潮がそうであるということは加味しますけれど

も、先ほど村田委員から言いましたように、船社の現状を考えますと、なかなか、「はいそ

うですね、これぐらいの金額をこう上げましょう」というお答えを即、出すようにはならな

いと思います。確かに、ゼロ回答ということは考えていないところでありますけども、それ

なりにこの２年、先ほど出ました２年間も、どんどん上げてきた。それと、私の所属する団

体の中では、最低賃金に抵触するような賃金を払って、「用意どん」でやっているような会

社はございません。全てその指標にしながら、それを上回るようにしております。なぜそう

いうことを言うかというと、基本的には２０歳で免状を持って会社に入る。年数は０年。こ

れは皆さん労働協約見ていただけるわかる。例えば３航士、０年で標令給と職務給でありま

すと、最初の０年のときは計算しますとですね、要するに手当とかそういうものが何も付か

ないわけですから、下回ることも、この二、三年の間に１人か２人いたそうです。 

 ちょっと計算方法は詳しくは申し上げられませんけども、そのときは、その年の最低賃金
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を基にして、基本給にプラスしてちゃんと払うようにしているそうです。なぜ会社がそうす

るかというと、雇入れのときには、運輸局ですか、雇入れのあれを出しますので、そのとき

に運輸局さんのほうから、「これ最低賃金よりも下回っているんじゃないですか」という、

何年か前に１人だけいたそうです。 

 そういうことで、会社側としても「いや、そうか」と気が付いて訂正して、ちゃんと是正

したそうですけども、そういうこともあって、結果的には、最賃の金額については、なかな

か結論が出るような数字を、こちら側としては申し上げにくい。それかといって、法で決め

られたことでございますので、基本的には最賃は、その辺を加味しながらプラスどれぐらい

だったら最低賃金の水準、船員さん生活水準に達するんだろうということを、今、内部的に

はいろいろ話し合っているところでございます。もちろん１回目でございますし、２回目ま

で決まっておりますけど、この中で何とかして見いだしたいとは思っているんですけども、

その辺で行っている次第でございます。 

 ちょっと話が乱雑になりましたけども、以上でございます。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 そろそろ双方の意見につきまして歩み寄りを進めてまいりたいと存じますので、この場

を一旦クローズいたしまして、労使の間で膝詰めでお話をしていただきたいと存じますが、

いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【野川部会長】  それでは、あまり時間を取れませんので、２０分程度でお願いをいたし

ます。部屋を用意してありますので、そちらにお移りください。 

（ 中  断 ） 

【野川部会長】  お疲れさまでした。 

 それでは、お話合いの結果につきまして、どちらからでも結構ですので、ご報告をお願い

いたします。 

 遠藤委員、お願いいたします。 

【遠藤委員】  お時間いただきまして、ありがとうございます。 

 労使で解決を図るべく議論をしたんですけれども、今日の時点ではなかなかまとまらな

かったというのが結果の報告になるんですけれども、どちらかといいますと現状の認識と

いいますか、使用者委員からの発言の中で主張されていましたように、最低賃金の現状認識
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といいますか、最低賃金の考え方とか、そういったところで大半の時間を取ったと思ってい

ます。 

 いずれにしましても、まだもう１回と考えておりますので、第２回の開催までに、何とか

労使の間で、その辺を詰めていきたいと考えております。 

 以上です。 

【野川部会長】  分かりました。 

 使用者側、特にありますか。 

 よろしいですか。 

【村田委員】  結構です。 

【野川部会長】  はい。ありがとうございました。 

 本日の専門部会では結論が得られなかったということで、さらに話し合いをしたほうが

よりよい結論が得られるだろうということでございますので、今後労使双方で話を詰めて

いただいた上で、再度専門部会を開催して結論を得ることとしたいと存じますが、それでよ

ろしいでしょうか。 

 私から一言申し上げますが、これはもういつも申し上げていることで、釈迦に説法耳にた

こということではございますが、この審議会は労使が集まって、基本的に労使の自主的な合

意によって、法律上の最低賃金というものを決めるという建前になっております。こういう

ことは、当然法律上の事柄というのは議会で決めるのが普通であって、その一部であっても

このような形で民間の労使が話し合って合意をして、それが尊重されて決まるという、いわ

ゆる３者構成システムというのは、大変貴重なものであるわけです。 

 もしここで労使での合意が得られないということが常態化してしまいますと、当然行政

改革の観点からも、それじゃ労使は要らないじゃないかと、公益委員だけがスピーディーに

資料を見て、上から最低賃金を決めればいいではないかと、こういうことにもなりかねませ

んので、どうか、この審議会においても、労使双方におかれましては、まだ次の専門部会ま

で時間はありますから、その間にもどうか議論を詰めていただいて、ぜひ次の専門部会では、

労使の合意の下で最低賃金が決まるという、そういう成果を見せていただきたいと、私から

は希望しておきたいと存じます。 

 それでは、これで本日の予定された議事は終了いたしましたが、事務局から何かございま

すでしょうか。 

【成瀬労働環境対策室長】  次回の専門部会の日程でございますが、９月３０日火曜１５
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時から、場所は本日と異なりまして、中央合同庁舎３号館８階の特別会議室を予定しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

【野川部会長】  １階だけ下ということで、間違いないようにしましょう。 

 それでは、全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会を閉会いたします。 

 本日はお忙しいところありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


